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衆
議
院
議
員
中
谷
元
君
提
出
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
�
条
に
基
づ
く
施
設

及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
中
谷
元
君
提
出
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
�
条
に
基
づ
く

施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国

に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
七
号
。
以
下
「
日
米
地
位
協
定
」
と
い
う
。
）
に

つ
い
て
は
、
日
米
同
盟
を
更
に
深
化
さ
せ
る
よ
う
努
め
て
い
く
中
で
、
普
天
間
飛
行
場
の
移
設
問
題
な
ど
他
の
喫
緊
の
課
題

の
進
展
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
対
応
に
つ
い
て
検
討
す
る
考
え
で
あ
り
、
ま
ず
は
、
米
軍
関
係
者
に
よ
る
事
件
・
事
故
の
防

止
、
米
軍
機
に
よ
る
騒
音
の
軽
減
、
在
日
米
軍
施
設
・
区
域
に
お
け
る
環
境
問
題
等
の
具
体
的
な
問
題
に
つ
い
て
、
地
元
の

方
々
の
御
要
望
を
踏
ま
え
つ
つ
、
最
大
限
の
努
力
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
三
日
に
は

、
日
米
地
位
協
定
第
二
十
五
条
�
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
合
同
委
員
会
に
お
い
て
、
日
米
地
位
協
定
第
一
条
�
に
い

う
軍
属
（
以
下
単
に
「
軍
属
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
裁
判
権
の
行
使
に
関
す
る
運
用
に
つ
い
て
の
新
た
な
枠
組
み
に
合
意

し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
枠
組
み
は
、
日
米
地
位
協
定
上
米
側
が
裁
判
権
を
行
使
す
る
第
一
次
の
権
利
を
有
す
る
軍
属
に
よ
る
公

務
執
行
中
の
作
為
又
は
不
作
為
か
ら
生
じ
る
罪
に
つ
い
て
、
事
案
に
よ
り
、
米
側
又
は
日
本
側
に
よ
る
裁
判
の
い
ず
れ
か
に

一



よ
り
適
切
に
対
応
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
日
米
間
で
協
議
し
合
意
し
た
文
書
等
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
公
表
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

二


